
宅地建物取引業法

１．案内情報
①手続名：宅地建物取引業協会の指定関係手続
・宅地建物取引業保証協会の指定

宅地建物取引業法第６４条の２第１項
・名称等の変更の届出

宅地建物取引業法第６４条の２第３項
・必要な業務の承認

宅地建物取引業法第６４条の３第３項
・業務の一部委託の承認

宅地建物取引業法第６４条の３第４項
・事業計画書等の承認

宅地建物取引業法第６４条の１６第１項
・事業計画書等の変更の承認

宅地建物取引業法第６４条の１６第１項
・事業報告書の提出

宅地建物取引業法第６４条の１６第２項
・業務の報告

宅地建物取引業法第６４条の１８
・役員の選解任及び解散の決議の認可

宅地建物取引業法第６４条の１９
②手続対象者
・宅地建物取引業保証協会の指定を受けようとする者及び指定を受けた者

③提出時期
・名称等の変更の届出 ：事前の届出
・事業計画書等の承認 ：毎事業年度開始前
・事業報告書の提出 ：毎事業年度経過後３月以内
・上記以外の手続 ：随時
④提出方法 ：指定等に係る申請書等を作成し、国土交通省総合政策局不

動産業課に提出して下さい。
⑤手数料 ：なし
⑥添付書類・部数 ：提出先にお問い合わせ下さい。
⑦申請書様式 ：提出先にお問い合わせ下さい。
⑧記載要領・記載例 ：提出先にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報
①提出先 ：国土交通省総合政策局不動産業課

０３－５２５３－８１１１（内線２５１１５）
②受付時間 ：提出先にお問い合わせ下さい。
③相談窓口 ：国土交通省総合政策局不動産業課

３．手続情報
①審査基準 ：宅地建物取引業法の規定による
②不服申立方法 ： 行政不服審査法の手続による）（


